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市街地部会 

 

法第 3 条、法第 86 条の 7 

 

既存不適格建築物の繰り返し増築等における独立部分の取扱いについて 

平成 29 年春期部会 

 

既存不適格建築物への繰り返し増築等を行う場合、増築等をする独立部分以外の独立部分とは、基

準時以降の増築部分（適格部分に限る）に接続していない既存不適格部分とする。 

 

 

※既存不適格建築物（A＋B）に対して C を増築（現行法適格）した既存建築物に D を増築する。 

 

 

基準時以降の増築部分（適格部分に限

る）を含めて増築部分と考える 

 ----- EXP.J 


